
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

】

告

示

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

の

辞

退

○

土

地

改

良

事

業

の

施

行

認

可

耕

地

課

○

土

地

改

良

区

の

解

散

〃

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

【

】

公

告

○

岡

山

県

自

然

環

境

保

全

審

議

会

か

ら

の

答

申

自

然

環

境

課

岡

山

県

公

報

令和６年１０月１８日 第１２６４４号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
六
十
七
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指 

定
し
た
。 

令
和
六
年
十
月
十
八
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 

 
 

指
定
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

指
定
年
月
日 

メ
デ
ィ
ラ
イ
ズ
薬
局
倉
敷
店 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

倉
敷
市
石
見
町
四
―
六 

フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
ビ
ル
一
階 

 
 

 
 
 

令
和
六
年
十
月
一
日 

フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
倉
敷 

 
 

 
 
 

倉
敷
市
石
見
町
四
番
六
号 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

令
和
六
年
十
月
一
日 

か
わ
か
み
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

倉
敷
市
新
倉
敷
駅
前
五
丁
目
一
六
番
地
一 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

令
和
六
年
九
月
一
日 

（
有
）
大
手
町
薬
局
メ
デ
ィ
カ
ル
ス
ワ
ミ 

 
 

 
 

 
 

 

赤
磐
市
河
本
一
一
四
一
―
一 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
六
年
九
月
二
日 

 

令和６年１０月１８日　岡山県公報　第１２６４４号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
六
十
八
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。 

令
和
六
年
十
月
十
八
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 
 

 

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

辞
退
年
月
日 

 

か
わ
か
み
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

倉
敷
市
新
倉
敷
駅
前
五
丁
目
一
六
番
地
一 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

令
和
六
年
八
月
三
十
一
日 

 

令和６年１０月１８日　岡山県公報　第１２６４４号



 

◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
六
十
九
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
新
規

土
地
改
良
事
業
の
施
行
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。                                  

 

 
 

令
和
六
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

土
地
改
良
事
業
を
行
う
者
の
名
称 

 
 

足
守
土
地
改
良
区 

二 

地
区
名
及
び
工
種 

 
 

 

地
区
名 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

工 
 

種 

 
 

 
 

鍛
冶
屋 

 
 

 
 

非
補
助
土
地
改
良
（
か
ん
が
い
排
水
）
事
業 

 
 

 
 

 
 

 
 

道
ノ
下 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〃 

三 

認
可
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
十
月
八
日 

 
 

 
                                                                         

   
 

令和６年１０月１８日　岡山県公報　第１２６４４号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
七
十
号 

 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、

土
地
改
良
区
が
次
の
と
お
り
解
散
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

土
地
改
良
区
の
名
称 

 
 

瓜
生
原
土
地
改
良
区 

二 

土
地
改
良
区
の
所
在
地 

津
山
市
瓜
生
原
一
七
五
―
一 

三  

解
散
年
月
日 

    

令
和
六
年
十
月
十
日 

令和６年１０月１８日　岡山県公報　第１２６４４号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
七
十
一
号 

 
 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。 

 
 

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 
 
 

令
和
六
年
十
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 
県
道 

 

二 

路 

線 

名 

加
須
山
中
帯
江
線 

三 

道
路
の
区
域 

  

  

倉
敷
市
亀
山
字
八
割
六
二
四
番
四
地
先
か
ら 

倉
敷
市
亀
山
字
八
割
六
三
〇
番
一
〇
地
先
ま
で 

倉
敷
市
亀
山
字
八
割
六
二
四
番
四
地
先
か
ら 

倉
敷
市
亀
山
字
八
割
六
三
〇
番
一
〇
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

旧 新 

新
旧

別 

七
・
〇
～ 七

・
二 

七
・
一
～ 

二
一
・
〇 

幅 
 

 

員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

八
六
・
〇 

一
一
五
・
五 

延 
 

 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

令和６年１０月１８日　岡山県公報　第１２６４４号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
七
十
二
号 

 
 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。 

 
 

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 
 
 

令
和
六
年
十
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 

 
 

  

 

県
道 

道

路

の

種

類 

加
須
山
中
帯

江
線 

新
見
日
南
線 

路

線

名 

倉
敷
市
亀
山
字
八
割
六
三
五
番
一
、
六
三
六
番
地
先

か
ら 

倉
敷
市
亀
山
字
八
割
六
二
八
番
二
地
先
ま
で 

新
見
市
足
立
字
一
ク
ホ
田
四
〇
九
二
番
六
地
先
か
ら 

新
見
市
足
立
字
ワ
ク
グ
リ
四
〇
八
七
番
一
二
地
先
ま

で 
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

間 

令
和
六
年
十

月
十
八
日 

供
用
開
始

年

月

日 

令和６年１０月１８日　岡山県公報　第１２６４４号



〔
五
四
一
〕
岡
山
県
自
然
環
境
保
全
審
議
会
か
ら
次
の
と
お
り
答
申
が
あ
っ
た
。 

令
和
六
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
一 
諮
問
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
九
月
九
日 

二 

答
申
を
受
け
た
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
十
月
一
日 

三 

諮
問
及
び
答
申
の
事
項 

 
 

高
梁
川
上
流
県
立
自
然
公
園
に
係
る
公
園
事
業
区
域
の
変
更
に
つ
い
て 

四 

そ
の
他 

 
 

諮
問
及
び
そ
の
答
申
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
庁
県
政
情
報
室
及
び
岡
山

県
備
中
県
民
局
に
お
い
て
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

令和６年１０月１８日　岡山県公報　第１２６４４号




